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＊2 国家公務員の定員管理を行う内閣人事局に対し、各省庁が増員要求を行うこと

質の高い高等教育を実現するための高等教育の財務構造について、以下のような観点から引き続き議論

①機関補助と個人支援のそれぞれの特徴を踏まえた公財政支援の在り方や、基盤的経費助成と競争的資源配分による支援の在り方
②高等教育の社会的・私的便益を踏まえた授業料等を含む個人・保護者負担の在り方
③企業等からの寄附金や社会からの投資の拡大等多様な資金調達を通じた経営基盤の確立・強化の方策

支援方策の在り方

連携の数が増える一方で、成果は道半ば
 中教審大学分科会が2021年12月に出した審議ま

とめでは、学修面・イノベーション創出・連携の３観点

から課題を示しています。まず、学修面では、「若者に

とって地域の大学での学びが魅力を持つに至ってい

ない」ということが指摘されています。特に若者の流出

がめだつ地域では、彼らを引き付ける教育を考えなくて

はいけないでしょう。加えて、「教育カリキュラムが地元

のニーズを捉え切れていない」という指摘も見られま

す。カリキュラムが固定化し、ニーズと合致していない

可能性はないでしょうか。イノベーション創出の面で

は、大学の優れた研究シーズが、地方創生を牽引する

イノベーションに十分につながっていないという問題

があります。自学の研究が地域に伝わっていないよう

であれば、地域と大学をつなぐ組織体制を見直す必

要があります。連携面では、局所的、限定的にとどまっ

ているのが問題です。地域連携プラットフォームなどの

枠組みをより広げていく必要もあるでしょう。

　地域連携への取り組みは進んでいないわけではあり

ません。アンケート調査によれば、9割以上の都道府

県・政令指定都市に、高等教育機関との連携を担当

する部署が設置され、3分の2が地域連携プラット

フォームに参加しています。ただし、プラットフォームの活

動がめざすべき水準に達しているかといえば、道半ばだ

と感じます。大学・自治体双方が、ビジョンをしっかり共

有しておかなければ、形だけの連携になりかねません。

　ビジョン策定のベースとなる考え方は、審議まとめに

も示していますが、「地域がめざすべき姿」はそれぞれ

の地域で考えるべきです。そのうえで大学は、教育と研

究、人材育成、イノベーション創出の役割を果たして

いってほしい。連携によってそれらの効果をいかに高

めていくかが、有効な連携のポイントになるはずです。

　アンケート調査では、地方公共団体、大学双方から

コーディネーター不足が指摘されました。コーディネー

ターの具体的な条件はありません。重要なのは、幅広

い視点を持って、全体を調和させながら、議論をまとめ

ていけるかどうかです。例えば、すでに連携が進んでい

る地域の実務担当者、大学の学長、行政の人間、金

融機関などの産業界の人物など、さまざまな可能性が

考えられます。複数名でもよく、連携のフェーズによっ

て人が変わるというケースもあるでしょう。

　地域の将来像や人材育成について議論する際は、

特に地方自治体の積極的な姿勢が鍵になります。当

省からも自治体に働きかけていく考えです。

客観的なデータで状況を把握し自学の再定義を
　中教審の「高等教育の在り方に関する特別部会」

が、本年8月に中間まとめを発表しました。この特別部

会の背景には、急速な少子化と社会変化があります。

「グランドデザイン答申」以降、コロナ禍を契機とした

遠隔授業の普及、国際情勢不安による留学生動向

の変化など、大きな社会変化がありました。初等中等

教育も、1人1台端末の実現や学習指導要領の改

訂、探究的な学びの充実など、変化しています。

　とりわけ変化が大きいのは少子化の加速です。こ

れまでは大学進学率の伸びに支えられて、大学進学

者数は微増傾向でした。しかし、2034年から18歳人

口は急減期を迎えます。われわれの推計では、現在

63万人いる大学進学者が、2040年には44万人に

まで減少します。この差は、留学生や社会人学生では

とても補えません。

　だからといって、大学の規模を縮小する議論だけで

は日本社会は元気がなくなります。人口減少期の日本

に必要なのは、一人ひとりの能力を高めて生産性を

上げ、数と質をかけ合わせた「知の総和」の維持・向

上です。その実現に高等教育機関が果たす役割は大

きく、単に数を減らす、縮小するという議論は避けたい

考えです。

　とはいえ、現実的には一定の規模の適正化も必要

でしょう。そこで課題になるのは、地理的観点からのア

クセスの確保です。これに関しては、大学と地方自治

体、産業界が共に集う場を設けて、将来計画を議論

する必要があります。国は、これに関して責任を持って

司令塔の役割を果たさなければいけません。組織体

制の強化を図るため、増員をすべく、機構定員要求＊2

を出しています。地域の将来は国全体で考えていくべ

き問題であるため、われわれも経済産業省や厚生労

働省、環境省、国土交通省などとの省庁間の連携を

強化して取り組んでいきます。

　今日の取り組みが明日も正しいとは限らないほど、

時代は急激に変化しています。客観的なデータを交え

て自学の状況を把握し、ミッションを絶えず見つめ直し

ていくことも必要ではないでしょうか。10年、20年とい

うスパンで、地域において自学はどうあるべきなのか、

再定義をしていただきたいと思います。

文科省に聞く！
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【図表9】急速な少子化が進行する中での将来社会を見据えた高等教育の在り方について（中間まとめ）で
示された今後の高等教育政策の方向性と具体的方策  

・地域の高等教育機関や地方公共団体、産業界などの各地域の関係者が、地域の人材育成の在り
方について議論を行う場の構築（地域における志願動向や人材需要の情報収集・整理、各高等教育機
関における連携・再編等の計画策定支援や各計画の実行を支援するための仕組みの構築 等）
・各高等教育機関や地域において検討を促すための仕組みの整備（コーディネーターとなる人材
の育成・配置、地方公共団体における高等教育振興担当部署の整備、国における司令塔機能を果たすため
の組織体制の充実・強化 等）

・厳格な設置認可審査の実施等（学校法人の寄附行為(変更)認可審査における財務基準や定員未
充足が生じた場合の対応方針(リスクシナリオ)等の審査の在り方の見直し等）
・意欲的な教育・経営改革を行うための支援（改革やチャレンジに取り組む大学への支援強化等）
・高等教育機関間の連携の推進（地域連携プラットフォームや大学等連携推進法人制度の更なる活用促進）
・再編・統合の推進（一定の条件を満たす場合に一時的に減少させた定員を一部又は全部戻すことを容
易にする仕組みの創設等）
・縮小・撤退への支援（学校法人が解散する場合等における学生保護の仕組みの構築や残余財産の帰属の要件緩和等）

「知識基盤社会」においては、
学生一人一人の能力を
最大限高めることが必要

教育研究の「質」の
更なる高度化

高等教育全体の
「規模」の適正化

高等教育への
「アクセス」確保

学生数の不足等からの経営
悪化による、教育研究の
「質」低下の回避等のために
「規模」の適正化が必要

「規模」の適正化を図りつつ、
地域における「質」の高い
高等教育の機会の確保が必要

①学修者本位の教育の更なる推進

③大学院教育の改革

④情報公表の推進 ・情報公表の更なる促進（高等教育機関間の多様な比較分析が可能となる情報の可視化等）

①18歳で入学する日本人学生以外
　の受入れ拡大

・外国人留学生や社会人の受入れの更なる促進
・遠隔教育やオンライン授業等の進展を踏まえた取組の推進

②高等教育全体の規模の
　適正化に向けた支援

①地理的観点からのアクセス確保

②社会経済的観点からのアクセス確保 ・入学前からの取組促進（経済的負担軽減に関する早期からの幅広い情報提供の促進　等）

・教育内容・方法の改善
・遠隔・オンライン教育の推進
・「出口における質保証」の促進（厳格な成績評価や卒業認定の促進等）
・認証評価制度の見直し
・多面的・総合的な入試の推進 ・転編入学等の柔軟化
・外国人留学生の受入れ、日本人学生の派遣の推進等
・社会人の受入れ促進 ・障害のある学生への支援
・高等教育機関と産業界・地方公共団体等との組織レベルでの連携推進
・通信教育課程の質の維持向上
・キャンパスのダイバーシティを支える環境整備

・質の高い大学院教育の推進
・修士号・博士号取得者数の増加に向けた取組推進
・学士課程から博士課程までの教育課程の体系化と連続性の確保
・多様な学生・教員の受入れ促進

②外国人留学生や社会人をはじめ
　とした多様な学生の受入れ促進１
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社会を取り
巻く変化

①急速な少子化の進行
②生産年齢人口の減少に伴う労働供給の不足
③DX・GX等の進展に伴う人材需要の変化
④地方創生の現状

①初等中等教育段階の学びの変化

②進学率における地域間格差

③依然として短い学生の学修時間
④国際的な学生等の流動性の拡大と
　留学生獲得競争の激化
⑤リカレント教育・リスキリングの必要性の高まり

⑥障害のある学生の増加

⑦我が国の研究力の低下
⑧高等教育のデジタル化の進展

①「量」に関する政策

②「質」に関する政策

③修学支援に関する政策

④大学運営に関する政策

⑤今後に向けて

▶18歳人口の大幅な減少　▶大学進学率の上昇
▶世界経済の変動　▶生産年齢人口の減少

ア．量的拡大に対する計画と規制　イ．設置認可における規制の緩和
ウ．「計画と規制」から「将来像の提示と政策誘導」へ
エ．定員未充足や定員超過への対応強化等

▶無利子・貸与型で開始  ▶有利子、給付型、修学支援新制度の導入
ア．大学のガバナンス改革の推進
イ．大学における財務構造の変容

▶全体の規模の適正化や、高等教育機関間の連携、再編・統合等の取組の必要性
▶地方の高等教育機関が果たす多面的な役割も考慮したアクセス確保の重要性

ア．大学設置基準の大綱化　イ．質保証システムの構築
ウ．学修者本位の教育への転換　エ．大学院教育の改善

▶DX・GXの進行やAI、バイオ、半導体等の専門人材の需要増、求められる能力の変化
▶人口減少、東京圏への一極集中　▶23区定員規制

▶ 授業以外の学修時間が短い：週5時間以下が49％(大学2年生)
▶日本の若者の内向き志向（経済的問題、語学力不足等）
▶低い外国人留学生割合：学士約3％ (OECD平均：約5％)

▶社外学習・自己啓発：行っていない人は半数を超える

▶コロナ禍を経て遠隔授業実施大学の割合が増加：28.1％（2017年度）→70.1％（2021年度）

▶大学等での合理的配慮の義務化
▶障害のある学生：10年間で４倍増
▶被引用数の高い論文数の順位低下：研究時間割合の低下、博士課程在籍者数の減少、研究実施費用の減少等

▶「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実
▶GIGAスクール構想：1人1台端末・高速通信ネットワーク環境整備
▶探究学習の充実

▶大学進学率の男女差や高等教育進学率における、都道府県格差
▶収容率と大学進学率、専攻分野別分布、地方私大の定員未充足傾向、出身地域別の進学先地域

高等教育を
取り巻く
変化

これまでの
高等教育
政策

【図表8】近年の高等教育を取り巻く状況の変化

＊ 【図表８】【図表９】とも、中央教育審議会大学分科会高等教育の在り方に関する特別部会「急速な少子化が進行する中での将来社会を見据えた高等教育の在り方について（中間まとめ）」を基に、
  Between編集部にてまとめ、一部加工（赤字は文部科学省によるもの）


